
②
補
助
金
交
付
申
請
・
補
助
金
支
払

北九州市住宅供給公社
（北九州市） 申　請　者 民間住宅事業者等

○住宅の建設又は購入に係る契約締結

住宅の建設又は購入

転入・転居（住民票の異動）

物件情報の提供

○新築住宅
○中古住宅

○認定申請後に
　契約

認定通知書受理

補助申請の条件を北九州市ホームページ、
補助申請要領等で確認

募集期間
（別途お知らせします）

認定申請書受付・審査

認定通知書発行

対象住宅の問合せ

補助金の支払い

交付決定通知兼
額の確定通知書の発出

交付申請書受付・審査
アンケート受理

手続１

手続２

手続３

補助金の受領

補助金請求書の提出

○募集期間毎に先着順で受付
⇒認定申請から原則として２年以
内（ただし、住宅の引渡しが認定
申請から２年を超える場合は３
年以内）に対象住宅に転入できな
い場合は、本制度をご利用できま
せん。

○本来、認定申請は住宅の建設又は
　購入の契約締結前に行う必要が
　ありますが、契約締結前に事前登
　録することで、契約締結後に認定
　申請書を提出することができま
　す。

：認定申請から原則として
  2年以内（ただし、住宅の引
  き渡しが認定申請から２年
  を超える場合は３年以内）

転入・転居（住民票の異動）

交付申請

：（手続2）を行う年度中
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認定申請書提出

交付申請書、アンケートの提出

認定申請の
事前登録

（必須ではありません）

：令和6年度に提出する場合
　令和7年3月14日（金）必着

：令和7年4月4日（金）必着
令和6年度に（手続2）を行う場合

令和7年度以降に（手続2）を行う場合


